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中小企業基盤整備1幾構
〒1058453 東 京都港区″ P5351 虎 ノ門37森ビル

URL http〃wwrsmり 9olp/
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J貯 共済調Eと は

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を
図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわ田怪管者の退職金制度といえるものです。

制度の特白

国がつくつた共済帝J度だから安心・確実です

●」 ,ヽ現構都生業 ヂじ育,去(昭和40年 法律第102号 )こ基づいた制度です。

●国が全額出資してぃる独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。

●お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当
されます。(制度運営経費は、国により賄われています。)

● 全国で細 130万 Aの 方わ功日入しています。(平成15年 度末現在)

● 共済金 解約手当金の受衛 難 、差 押 票 止 債 権 と し て 保 護 されています。

(国税浦細処分等により差押えられる場合を除きます。)

●常時使用する従業員が20人 以下 (商業 サービス業では5人

以下)の個人事業主及び会社の役員

●事業に従事する組合員が20人 以下の企業組合の役員
●常時使用する従業員が20人 以下の協業組合の役員

●推卜金月額は 1000円 ～フ0000円 までの範囲内 (500円

単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできまあ )

●掛金は増額 減額ができます。(減額には一定の要件が必要
で軌 )

●掛金は加入された方を自身の預金田座からの振替となりま曳

税制面で大きなメリットがあります

●掛金は……全題所得控除
掛金は、全額が「小規模企業共済等料金控除Jとして 課税対象

所得から控除できます。(l年以内の前細掛金も同様です。)

●共済金は…退 職 所 得 扱 い (―括受取り清 たは 円であれば

公的年金等の雑所得扱いく分割受取り
掛壺月額3万 円の場合

売 前 ヽL上'

控卜豊の全額所得控臨による減税額一覧表

X'「 課税される所得金猿Jとは その年分の経所得金醸から基礎控昧 扶養控除 社会保険料控除等を控昧した後の額で 課税の対最となる顔をいいます
メ2税 観は 平成15年4月 1日現在の税率に基づさ 定率演税顔控除を考向 て算定しています なお 住民税均等宮明こついては 4000円 と設定しています

掛金年額36万 円 (3万 円×]2)

200万 円      160,000円        39,000日

376,000円  1  2641000円

600万 円

800万 円

696,000円  1  464,000円

1,02q流0円「 6941600P3
1,000万 円 1,520,000円   1   954,000円

掛金月額 1万円

14,700円

31,200円

31,200円

38,800円

51,600円

掛金月額 3万円 1掛 金月額 5万円

44,100円  1  73,500円

1521000円

156,000円

178,000円

102,900用

218,400同

247,600円

361,200円

93,600円

108,400円

154,800円



このような場合に共済金等が受け取れます
X共 済金等の額は 経済情勢等が大きく変化
したときには 変更されることもあります

詳しくは豪前 7Jを ご覧ください。

鷲金榊付年激 5年 10年 15年 20年 30年

共 済 事 由 等金
額計

掛
合 600,000日1,200,000円1,300,000円2,4001000円3,6001000円

金済

Ａ

上
〈 621,400円112901600円2,011,000円2,786,400円4,348,000円

●事業をやめたとき (個人手業主の死亡
会社等の解散を含みます。)
米配付者 子への諏渡及び現物出資により
個人事業を会社へ組織変更した場合を
除きます。

賄Ｂ
614,600円1,260,300円1,940,400円2,658,300日4,211,800日

●会社等の役員の疾病 負傷または死亡による退職

・
岳攣誌 工 観罫まさ

準共済金 600,000円1,200,000円1,800,000円2,419,500円3,332,740円

約

金当

解

手

●掛金細付月数に応じて、掛金合計額の80%～ 120%相 当額がお受
け取りいただけます。掛金細付月数が240か 月 (20年 )未満での受取

額は、掛金合計額を下回りまれ

●任意解約

●掛金を12か月分以上滞細したとき
●現物出資により個人事業を会社へ網縄変更し
その会社の役員になつたとき

(なお この場合において小規根企業者てない
ときは 準共済事由となりまヨ.)

共済金の受け取り方が選べます
ヽ_ _ … _ 申 h h _ 市 … … … … … … 手 … … … … … … … も 、 一 ― … … … … …/

分割共済会の顔

英済金の顛

(分割対象擦)

10年分割 15年 分割

3か 月ことに  1  受 取裕額 3か 月ことに 受取裕額

0,000,000円

5000,000円

10,000000円

781900円     31156000円

131500円     5,260000円

263000円    10520,000円

54000円

90000円

180000円

3240000円

5)400000円

10800,000円
X分 割共済金の額については 源泉徴収前の金額を掲載しています。

【設例l掛金月額3万円で加入し、6年目から掛金月額を5万円に増額して、合計20年間のお金を納付した場合
掛金合計額1!030万 円 ― 減税絡額274万 円 =芙 賀負担掛金額806万 円 0→ 共済金Aの額 1,238万 円1●

X「課税される所得金額Jは400万円として設定しています。

をの母
●―括と分割の様用
も可能です。

&… 響 即
桟 痛翌義蔚

~

実質返戻率(0■0)

1 5 3 % !

受取絡額 打,302万円

(3か月ごとに〕325625円

|ご参考●"ゆとりある老後の生活資金について(平閉 0年度「生活保障に関する調査Jより生命保険文化センタ )

最低日常生活費

L_型輩早
235,000円

趣味や教書などのための上乗せ額

(月額)138,000円

ゆとりある老後生活資金 (夫婦2人分)

(月額)373,000円
ヰ

Fご参考0,国 民■金の受取額について(平成15年度の額耕隣料納付期間が40年ある方)

→|
夫婦2人で

(月額換算)1321834円【国民年査のみに加入している夫婦の場合】老臨基礎年金(月練終算)各66,417円 中 |



担保 保証人不要で事業資金の

貸付補」度が利用できます

●加入者(一定の資橋者)の方は、

納付した掛金合計額の範囲内で、次のような

事業資金等の賞付け
が受けられます。

ロー般貸付け 口 傷病災書時貸付け ■ 創業転業時貸付け 口 新規事業展開等貸付け

口福祉対応貸付け 口 緊急経営安定貸付け

◆こ加入いただく前にお読みいただきたいこと
1 「 予定利率」及び億付水率の儀系

0本 制度の「予定利率Jは 10%と なっていま坑

0本 何〕度は お頂かりした掛全を原資に 定 の運用収入を見込んで共済笠や

解約手当金の額を設定しておりこの運用収入の見込みを算出する際の利回り

を「予定利■Jといいまi

O共 済● 準共済全及び解約■当全の結付水準の体系は 相互杖助の相対1こ

基づき事業をやめたとと等にお受け取りいただく共済全の額を高めに設定し

任意性の高い解約子当全等のHFを低めに設定していまえ

2 共 着釜A・B

O共 済事由が■じた時点で 掛金納付月数が6か月以上の場合にお受け取り
いただけまi

(6か月末前は lHけ捨てとなりまil

O共 済■向が生じた1時点で 掛金納ll局数が36か月未満の場合は 掛を合計額
となりまえ

0共 済金Aの額 ま祝ね25年日までに共済事由が■じた場合は 掛全を約15%

の率で複利運用した元利合計領となり慨ね25年目以降35年目までの間に

共済事山が生じた場合は15%か ら10%に 向けて,時 的に低 ドし 35年日

以降共済草由が生じた場今は 既ね10%に 見合ったものとなりま坑

0共 済金Bの者印よ144金を「予定利率Jと極ね同事の10%の 率で複利運用した

元利合討額に見合ったものとなりま五

3 準 共済豊

O共 流事出がiじ た時点で 掛金納付月数が12か月以上の場合にお受け取り
いただけま丸

(12か月末前は lHけ捨てとなりまチ )

Oltt金細ll月紅が222か月(18年6か月)までは船金合計額 223か月(18年7か励
以降は共済●Bの91%相 当額となりま丸

4 解 約手当金

tl猫金納付月数が12か月以上の場合にお受けItりいただけまi

(12か月末前は llけ捨てとなりまチ )

0解 約手当金の額は掛在納十J月教力■2カ」以上84か月末満までは支綸率酌%

84か月ロカち6かHヽ立で支給半が段階的に増加し240か月以上246か月末満
では支結率100%以 降段階的に増加し最高で120%となりま丸

5 夫 君金の分割車取り

0「分削受取りJができる方は 共済金の額が300万円(「一括と分割の竹用」の

場4は 330万円)以上で共済事由が生じた時点で満60式以上の方で主

0共 済事由が契約者の″ヒ亡による場合は 「分割J及び「一橋と分割の併用Jは
選択できません。

①共済金の受取りま 「10年分割Jまたは,15年分削J力う選tPできまチ なお

受取時期は 2■ 5月8月 11月の3か月ごとこ年4」となっていま丸

6 基 本栄着金及び付Ⅲl共済金

0この″ヽシフレントに描械されている共済金額Fr4び準共流金額は 小規模企業

共済法に基づ営同法施行令は 令)てセめられた「基本共済登Jの線です。

C「基本共流金Jの他に「付加共流全Jが算定されている場合は その都が加算
されまi

「付加共清登Jとは 法令の規定により毎事業年度の運用収人等に応じて

経済産業大臣が定める率により算定されます。「付加共清金Jの制度は 平成

8年度から導入されておりますが 平成16年度まではゼロとなっています。

フ 「予定利奉Jの変遵害

0「予定和率Jま 小規模企業共済法の規定により金利水準の低下等蕨しい

資を運用環境 卜で,J度の長期的安定を確保するため 将来の収支見通し等に

基づく検討がなされ これまでに次のとおり変更が行なわれていまi

【これまでの変更状況】

平成8年4月～ それまでの「66%Jか ら「40%Jに 変更

平成12年4月～ 「40%Jか ら「25%Jに 変更

平成16年4月― 「25%Jか ら「10%Jに 変更

また 「予定利事Jま lr来 格済情勢や金利水準挙が大きく変化した場4に よ

同様の検討がなされ 今後も変更さイLることがありまキ

Cこれまでの「予定利率Jの安更においては 加入いただいてから「ヤt利 ギJが

変更されるまでの掛金紬付局数に相当する共済金車の観は 変更前の「予定千J

車Jにttづく共済金等の領か供証されています 「予定利率Jが変更されるま
での掛登細ll月数に相当する期間に遡って安定後の「予定利率Jを適用するこ

とはされていません.

0平 成16年4月の改正においては 資産運用環境の変化に対応した共済制度の

運用を凶るため 「予定オJ率Jの変更が迅速にできるようこれまで小規模企業

共済法に規定されていた共清金等の額は 同法施行令(政合)で規定される

こととなりました。

3 掛 豊細付月数の過算

共流全等の請求草由が生じても特定の要件に該当すれば 共流金等を受け

取らすに PF定の予税とをすることでこよって それまでの掛金納付月数を通算して

共済契約を続けることができまキ

◆制度の辞しい内電については「J幌 模企業共着制度のしおりJを■覧ください

◆加入申込み手続きは、こちらの議口へ

●商工会議所

●喬工会連合会、市町村の商工会

●■小企業団体中央合、中小企業の組合

●言宮申告会

●金融穫関の本支店

取扱機関名

久慈商二会議所
会頭 約谷地 拝 吉

共 済 相 談 室

北海道支部 決 済普及宣

東 北 支 部 共 済普2F宣

関 東 支 部 共 済普及宣

中 部 支 部 共 済普及ヨ

803(3433)7171

6011(758)3865

8022(265)1163

容03(3433)7171

6052(202)0435

◆制度に関するこ照会。こ相談などはこちらヘ

独立行政法人 中小企操基盤整備機構の憲日のご案内

◆制慶に関するテレホンサービス

東  京

容 03( 3 4 3 2 ) 1 1 9 9

大  阪

a 0 6 ( 6 9 4 0 ) 3 7 4 1

(平成16年0月)

このバンフレットは10o%古紙によ4再生紙を使用していま花

近 畿 支 部 共済普及宣 ao6(6944)1741

中 国 支 部 共 済普及宮 な 082(2■)2288

四 国 支 部 共 済普及宣 8087(323)1311

九 州 支 部 共 済普及室 8092(771)2525


